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院内使用注射剤のお薬手帳への貼付開始について  

 

医療連携の推進を目的として、院内で使用した下記薬剤をお薬手帳に

貼付します。  

 

（１） 外来患者  

・薬剤部より交付時、手帳シールを作成する  

・外来にてお薬手帳に貼付  

 

（２） 入院患者  

 ・病棟担当薬剤師が手帳シールの作成、貼付を行う  

医薬品 備考 

抗がん剤 

ゾレドロン酸水和物 

ランマーク 

お薬手帳にシール貼付。ただし、 

抗がん剤については未告知の患者には 

貼付しない（通達済） 

プラリア（抗ＲＡＮＫＬモノクローナル抗体） 

ボンビバ（ビスホスホネート） 

代表的な副作用：顎骨壊死 

生物学的製剤 

・ヒュミラ皮下注 

・アクテムラ皮下注 

代表的な副作用：結核、肺炎、敗血症 

などの重篤な感染症 

＊お薬手帳を所持していない患者には、交付し、当院を含め他院を受  

診する際には必ず持参するように指導すること（新品のお薬手帳は  

薬剤部で保管）。  

＊お薬手帳の持参を忘れた患者にはシールのみを交付し、貼付するよ  

 うに指導すること  

 


